
評価項目 評価細目（評価の着眼点）

・事業の目的を達成するための的確な提案がなされているか。 15

・県及び県産品事業者、バイヤー等にとって見やすく、使いやすい仕様となっている
か。
・本システムに蓄積される各種データの鮮度維持を支援するための機能や工夫が
あるか。

20

・バイヤーに県産品の魅力が伝わる画像や動画を使用するデザインとなっている
か。

5

・トップページのデザインは、宮崎県をイメージできるものとなっているか。 5

・メディア発信、食関連産業、商談会などに関する知識・経験を十分有しているか。 10

・コンピュータープログラムやシステム開発業務、デザイン、編集などの技能を有し
ているか。

10

・実現可能な企画提案となっているか。（不確定要素が多くないか。） 5

・実現可能なスケジュールとなっているか。 5

・これまでに国や地方自治体の食を紹介するウェブサイト等の製作業務を受注した
経験があり、本業務を遂行できる充分な実施体制があるか。

5

・宮崎県との連絡体制や情報管理の体制は十分か。 5

業務遂行に必要な人材を配置し、期限内に履行できる体制を整えているか。 5

経済性
・令和５年度から令和９年度のランニングコスト（保守点検など）は妥当な金額となっ
ているか。

20 20

本業務にかかる見
積金額について

【10 × （1 － 予定価格 ／ 予定価格）】
※小数点以下は切り捨て

10 10

合計 120

【評価基準（５段階）】　※下記を基準に係数を乗じた点数とする。

５　標準より非常に優れた提案

４　標準より優れた提案

３　標準的な提案

２　標準よりもやや劣る提案

１　標準より劣る提案

「宮崎県産品データベース構築業務」企画提案競技審査基準書

配点

有用性

75

デザイン性

専門性

実現性

【審査方法】

（１）委員は、各項目について審査を行い、採点する。
（２）全ての委員の点数を集計する。
（３）集計の結果、合計点数が最も高い参加者を受託候補者として決定する。
　　なお、点数が同点の場合は、委員の協議により決定する。
（４）委員の合計点数の平均が最低基準点である７２点以上になった参加者がいなかったときは、受託候補者を決定しない。
（５）参加者が１者だけの場合、委員の合計点数の平均が最低基準点である７２点以上になったとき、その参加者を受託候補者と
　　して決定する。

価格点 10

実施体制 15

技術点 110


